
最高裁秘書第2052号

令和2年9月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

7月31日付け（8月3日受付，第020343号）で申出のありました司法行

政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で5枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付：令和2年8月4日

ページ： 1/5
既済事件一覧表 集計期間 令和2年6月1日～ 令和2年6月30日

終局区分 憲法少数備考 上告受理｜ 終局日主任裁判官主任飼査官 被上告人番号 法廷 事件番号 上告人
’決定(棄却）1第1小法廷 小池裕 小川卓逸 ｜令元年(オ)第1299号令元年(オ)第1299号 ■| ImR2．6．11

決定(棄却）

決定(棄却）

木澤克之

小池裕

2第1小法廷

3第1小法廷

家原尚秀

神谷厚殻

鶴
轤
一
号

１
１
３

搾

権

瞬

く
く
オ

毒
毒
銅

〈
わ
《
祠
〈
わ

R2．6．11

R2．6．11

□
｜
□

□
□

決定(棄却）笹本哲朗第1小法廷 山口厚 R2P6・11 ■ ■4

決定(棄却）鷹野旭第1小法廷 山口厚 令2年(オ)第182号 □R2．6．11 ■5

川崎直也

森川さつき

R2.6.11 1決定(棄却）第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第2小法廷

第1小法廷

軸
準
一
裕
一
裕
一
守
一
準

到
一
延
一
蝿
一
蝿
奉
一
趣

号
号
号
号
卵
卸

９
３
４
８
１
１

５
６
７
６
６
２

口
言
宮
方

翠
露
謬
霊
境
跨

』
ｊ
ｊ
ｊ
オ
オ

埼

埼

鍔

嬬

蝿

調

令
令
令
令
平
令

□
｜
□
｜
□
｜
□
□
｜
□

■６
ｌ
７
ｌ
８
９
ｌ
佃
一
Ⅲ

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．6．.11

R2．6．11

□
｜
□舟橋伸行

斗谷匡志

’
決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
ロ
ー
□

R2-6-11

R2．6．12

R2．6．15

家原尚秀

家原尚秀

１

決定(棄却）池上政幸野中伸子第1小法廷 令元年(オ)第1421号 R2．6．15

|□ ■12

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

趣
一
加
一
皿
一
岨
一
皿

準
一
一
厚
一
厚
一
厚
厚

癖
一
識
一
癖
魂
誌
一
睡

号
号
号
号
号
、

４
５
５
５
５
０
２

１
１
１
１
１
７
５

髄
馴
崎
弱
釦
号
号

諦
諦
諦
諦
諦
部
峠

令
令
令
令
令
令
平

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

誹
一
蛎
・
｜
融
一
癖
一
榊
鵬

R2．6･15

R2．6･15

R2･6･15

R2･6．15

R2．6･15

R2･6'15

□
｜
□
□
｜
□
｜
□
｜
｜
■

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

崎
叫
．
｜
朽
一
帽
打
一
旭

日本年金機構 一
一

第1小法廷

第1小法廷 ’深山卓也

林景一 決定(棄却）福岡県岡県第3小法廷 野中伸子 R2･6．16 ■ ■19

R2.6･16 1決定(棄却）20第3小法廷'林道晴 本條裕 平31年(オ)第109号

令元年(オ)第1411号

令2年(オ)第79号

令2年(オ)第204号

令2年(オ)第209号

令2年(オ)第241号

□□

決定(棄却）菅野博之家原尚秀第2小法廷|菅野博之
第2小法廷菅野博之

R2．6．17 ■’ ■副
一
浬 決定(棄却）笹本哲朗 R2．6．17 □ ■

決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第

諦
一
譜
霊

守
睡
一
睡

縮

割

一

需

怖
一
塞
一
畷

R2．6･17

R2･6．17

R2．6･17

配

浬

一

海

東京都



日付：令和2年8月4日

ページ： 2/5
既済事件一覧表 集計期間 令和2年6月1日～ 令和2年6月30日

法廷 主任裁判官主任飼査官 事件番号

第2小法廷I菅野博之森川さっき令2年(オ)第253長

第2小法廷菅野博之荒谷謙介 令2年(オ)第305E

第2小法廷三浦守 森川さっき |令2年(ｵ)第311長
第2小法廷|菅野博之野中伸子令2年(ｵ)第380長

第1小法廷小池裕 野中伸子平30年(オ)第151

第1小法廷木澤克之 中野琢郎令元年(オ)第122

割一詫一割扉

準一諭塞一儒一

号号号号
翻郷洲班
第第第第

〕ｊｊｊオオオオくくｌく年年年年２２２２
〈覗今や麥而今祠

野中

野中

伸子

伸子

２
１１

第第ｊｊオオ
くく

年年
犯元

平令

終局日号

泌

”

詔
一
溺

番 備考 上告受理
一

終局区分 憲法少数

晨却） □｜□

□

上告人 被上告人

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．6･17

R2．6．17

R2．6．17

R2･6｡17

R2o6･18

R2．6．18

｜□ □
｜
□□

｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□

直
言
巨
言

４

７

１
２

５

32 1第1小法廷山口厚 舟橋伸行 第
第
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

号
号
号
号

４
０
１
３

１
２
３
３

７
８
８
３

需

需
謁
｜
雷

決定(棄却）R2．6．18 □ ■

｜
曄
一
趣
一
蝿
迦
獅

準
準
《
｜
裕
準
一
俗

錘

誕

錘

小
小
小

１
１
１

第
第
第

醸

秘
一
群

嬬
一
諺
奉

ｄ
回
旦
口
印

｜
弘
一
妬
，
鏥
口
師
ゞ

３３ 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･6．18

R2･6･18

R2･6．18

□
｜
口
一
□

□

□

I

第1小法廷

第1小法廷

荒谷謙介

前田志織

号
号
０
２
５
６
３
３
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く

年

年

２

２

〈
和
琴
祠

R2.6F18 決定(棄却）

R2･6｡18 1決定(棄却）

村
上
山

岡
池
深

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
１
１

第
第
第

禧
一
準
一
軸

堀内元城平31年(ｵ)第256号
'家原尚秀 令元年(オ)第1232号

野中伸子 令元年(オ)第1571号

斗谷匡志 ｜令2年(オ)第43号

|鷹野旭 令2年(オ)第281号

佐藤政達令2年(オ)第339号

土井文美 令2年(オ)第388号

森川さっき令2年(オ)第394号

平31年(オ)第256号

野中伸子

38 R2.6.19 1決定(棄却） ■ ■

R2．6･22 決定(棄却）39 □. □

40第1小法廷|深山卓也 決定(棄却）R2･6･22 □ ■

↓
’

｜
□
｜
□

廷
＆
廷
廷
廷
廷

法

法

法

法

法

、
、
、
、
、

川
〃
川
４
４

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第

廷
＆
廷

廷

法

法

法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

廷
廷

鋤
・
一
剥
一
権

軸
諏
一
霊

馴
一
．
哩
一
堀

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．6．22

R2．6．22

□
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

R2．6．22 □ □

木澤克之

深山卓也

□
｜
□
｜
□廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

幅
》
｜
罐

！

２
２
２
２

２
２
２
２

■
■
■
■

６
６
６
６

■
早
■
■

２
２
２
２

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

□

□

□木澤克之

木澤克之木澤克之

舟橋伸行 令2年(オ)第402号

第1小法廷 土井文美

巨
言
巨
万

号
沁
沁

３
３
５

４
１
１

４
－
第
第

掘
一
吻
吻

筑
年
年

２
一
元
一
元

く
わ
《
わ
《
わ

47
■ □

林景一 家原尚秀第3小法廷

’
48 R2．6．23 □ □

第3小法廷 戸倉三郎神谷厚毅 決定(棄却） □’□

百万
□ □49 R2･6･23

50 1第3小法廷|戸倉三郎村田一広 ｜苓画年(ｵ)第346号 R2.6.23 決定(棄却）

奇玉県

鴬浜市 一



日付：令和2年8月4日

ページ: ‘ ‐ 3/5
既済事件一覧表 集針期間 令和2年6月1日～ 令和2年6月30日

番号， 法廷

51 第3小法廷

士拝鐘判官

林景一

岡村和美

岡村和美

菅野博之

三浦守

三浦守

主任鯛査官

土井文美

事件番号

令2年(オ)第360号

令2年(オ)第55号

令2年(オ)第56号

上告人 備考 上告受理終局日被上告人 終局区分 ｜憲法少数

’ 決定(棄却）R2"6．23 □□

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
１
１

、
、
、
、
、

ノ
ノ
ノ
Ｊ
Ｊ

２
２
２
２
２

第
第
第
第
第

２

３
４
５
６

５

５
５
５
５

“
｜
弱

斗谷匡志
一

斗谷匡志

決定(棄却）

決定(棄却）

４
４
２
２
■
■
６
６

■
■
２
２
Ｒ
Ｒ

□
□
□
ロ
ー
□

□
｜
□
□
□
｜
□

□
ロ
ー
ロ

垂
一
睡
一
準

号
号

号
号
一
号
鰐

６
７
０
２
１
１

０
３
０
２
５
２

１
２
３
３
４
第

壕
鶴
漂
境
壕
お

オ
オ
｜
オ

輯
一
鞠

認

く

く

く

年
年
年

２

２
２

〈
洞
《
祠
舂
Ｔ

耗

一

認

令

小川

川崎

土井

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･6o24

R2･6．24

R2．6．24

R2．6．24 ロ

后

菅野博之57第2小法廷 舟橋伸行 ■

58第2小法廷|三浦守 堀内元城

小川卓逸
|□R2･6･24

59第1小法廷|小池裕 R2.6･25 決定(棄却） ■ □

60第1小法廷小池裕 家原尚秀 令元年(オ)第1331号 決定(棄却）R2．6．25 ■ □

１
２
３

６
６
６

も
４

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

裕
一
準
一
裕

蝿
一
趣
一
蝿

認
一
一
銅
一
鐸

癖
一
識
一
議

。
言
ロ
言

偲
鎚
号
号
号
号

１
１
１
１
３
４

６
６
０
１
９
６

搾
権
尉
衛
爾
瞬

く
く
オ
オ
オ
オ

春
春
銅
銅
銅
銅

〈
洞
〈
祠

今
わ
く
わ
く
洞
〈
洞

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･6･･25

R2d6D25

□

□

ロ
ー
□

決定(棄却）R2｡6･25 □ □

64第1小法廷 小池裕 笹本哲朗 決定(棄却） ’R2．6･25 □ 口
一
□65 第1小法廷

66 1第1小法廷

小池裕

山口厚

堀内元城

舟橋彌行

決定(棄却）

決定(棄却）

’R2．6･25

R2=6?25

□□

□□

第1小法廷|山口厚 大竹敬人 ’

１

号
号
２
８
９
２
２
３
第
第
１
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

伶
ｌ
伶

人
也
敬
直
竹
崎
大
川 川崎直也

67 R2．6･25 1決定(棄却） □ □
’

第1小法廷 山口厚

川崎直也

68
決定(棄却） ！

R2n6･25 ■ ■

69 '第1小法廷|池上政幸
70 1第1小法廷|深山卓也

一鋤

軸

号

号

号

号
号
型
“
肥

９
２
２
３
４

０
１
１
１
１

６
６
第
第
第

澆
漂
わ
わ
わ

錨
輪
軍
璃
筑

２
２
一
元
一
元
一
元

令

令

令

令

令

R2.6.25 決定(棄却） 旧
一
℃

□
｜
□

蹄
一
》

零

一
潅
一
諜
一
許

壁
一
醗
一
裕
儒

壁
一
醗
一
裕
儒

州

搾
一
轤
酔

州

搾
一
轤
酔

決定(移送）

決定(棄却）

決定(棄却）

’
R2．6．25

R2･6･26唾
健
一
犀

』
Ｊ
Ｊ

２
２
２

第

第
第

71
■ □

２
３
７
７

R2．6．26 □
｜
□

□
｜
□
’

R2.6.26 決定(棄却）

第2小法廷 草野耕一74第2小法廷草野耕一 堀内元城

’

75第2小法廷|草野耕一 ｜斗谷匡志

74 号
号
６
０
。

６
８
５
５
第
第
；
ｊ
オ
オ
く
く
年
年

一
兀
一
元

《
洞
《
わ

I R2･6．26 ,決定(棄却） □ □

決定(棄却）R2．6･26 □□

兵庫県

兵庫県
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年6月1日～ 令和2年6月30日

備考 一王薔受理終局日番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官

76 1第2小法廷,草野耕一 ｜斗谷匡志
脾．..........■U －－．－ －＝ ‐

斗谷匡志

事件番号 上告人 被上告人 終局区分 憲法少数

令元年(オ)第1693号

宮崎朋紀令2年(オ)第26号

舟橋伸行 令2年(オ)第76号

第第

号号

矛オｌく
ｊｊ

６６２７

》》

R2｡6･26 決定(棄却） ■ ■

｜
□

□

77第2小法廷岡村和美

78第2小法廷草野耕一
I決定(棄却）
決定(棄却）

R2．6．26
ｰ

R2｡6･26

R2･6･26

R2･6･26

R2･6．26

R2．6．26

R2F6．26

R2．6．26

R2･6･26

R2｡6･26

R2･6｡26

□
□

79第2小法廷岡村和美 舟橋伸行 令2年(オ)第138号 決定(棄却）
I

□ □

80第2小法廷草野

81第2小法廷草野

82第2小法廷草野

83第2小法廷草野

84第2小法廷|岡村

廷廷
法法

小小
２２

第第
１２

８’８

一
口
印
□
□
｜
□

緋
一
緋
一
耕
一
隷
準

醗
一
鱈
一
雷
一
噸
鱈

b

l
跨
一
旭
一
旭
一
睡
一
過

号
号
号
号
号

７
９
０
２
０

１
１
２
２
３

４
２
６

４
８

》
》
》
｜
》
・
郡

〈
和
今
市
今
祠
く
わ
一
今
祠

２
２
２
２
２

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

ロ
ー
□

□
□
｜
□
｜
□
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

第2小法廷|岡村和美

第2小法廷|草野耕一

轌
一
輻
一
割

蕊

中野琢郎

中野琢郎

誠一郵

一
塞
一
痔

号

号

号

釦

１

１

７

１

６

９

８

３ 国言

癖

瞬

瞬

搾

軸
、
輯

報

軍

〈
わ
《
洞
〈
詞
《
わ

２
の
坐
２
一
元

５
６
８
８

□
｜
■

ト

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

２
１
１
１

第
第
第
第

零
‐
｜
岬
一
割
一
棒

誹
一
厚
一
軸
一
霊

師
一
鯛
的
卯

□
｜
□
｜
□
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･6･29

R2･6･29号
号
４
４
２
１
１
４
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

伶
‐
令

紀
美
朋
文
崎
井
宮
土

一
号

号
溺
４
６

１
１
熱
漢
ｊ
オ
報
軍

２
一
元

《
祠
《
わ

R2-6.29 決定(棄却）

顧冒FJb l決定(棄却）

R2･6･30 決定(棄却）

R2．6．30 決定(棄却）

決定(棄却）R2･6･30

R2･6･30 1決定(棄却）

第3小法廷 戸倉三郎 堀内元城91 ■ □

□
『

92第3小法廷林景一 堀内元城令元年(オ)第1683号

宮崎朋紀令元年(オ)第1699号

堀内元城 □

93 1第3小法廷 林景一

林道晴94第3小法廷

一トー－

95第3小法廷第3小法廷

舟橋伸行 令2年(オ)第109号 R2-6-30 決定(棄却） □ □
□宇賀克也

第3小法廷林道晴

第3小法廷宮崎裕子

堀内元城 ロ
言
自
言
宣
言

０

６

８

２
２
７

１
１
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２

《
わ
《
祠
〈
祠

R2･6･30 決定(棄却） 胆
□
｜
旧
厄
石
口
厄

□

志
毅
匡
厚
谷
容
斗
稗

決定(棄却）

決定(棄却）

96 R2．6．30

R2･6･30

R2｡6･30R2.6.30

口
一
口
一

97

第3小法廷 林景一 土井文美 令2年(オ)第190号 決定(棄却）98 □

一
》
》
一
》

く
く
く

年

年

年

２
２
２

今
而
〈
わ
く
や

一
行
也

旭
伸
直

野
橋
崎

鷹
舟
川子

晴
晴
裕

道
道
崎

林
林
宮

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

９
０
１

９
０
０

」
ｌ
Ｕ
ｌ
－

林道晴ロ
言
巨
石

９
１
１
２
３
０
帳

韓

今
而
〈
や

年
年
２
２

第3小法廷

第3小法廷

鷹野旭

舟橋伸行林道晴

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･6･30 □
□R2．6．30

R2．6･30
□｜

国



日付：令和2年8月4日

ページ： 5/5既済事件一覧表 令和2年6月30日集計期間 令和2年6月1日 ．～

法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号

|第3小法廷|林景一 森川さっき |令2年(ｵ)第254長
i第3小法廷|宇賀克也 川崎直也 ｜令2年(ｵ)第303長

森川さっき ｜令2年(オ)第254号林景一

宇賀克也 川崎直也

号

■｡

憲法|少数

□｜□
□□

□□

□□

□□

｜ロロ
｜□□
｜□｜□
｜□ □

終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

備考 上告受理終局日

IR2･6･30

R2o6｡30

R2｡6．30

R2･6．30

R2．6．30

R2．6･30

R2．6．30

. R2｡6･30

R2｡6．30

披卜告人上告人番号

102

宇賀克也

林道晴

宇賀克也

戸倉三郎

宇賀克也

林道晴

林景一

晴一弛

賀道
宇林

舟橋伸行

家原尚秀

号
号
号
号
号
号
号

３
０
２
９
０
３
５
６

０
２
３
６
９
９
２
３

》
》
》
．
》

》
》
》
》

２
２
２
２
．
２
２
２
２

〈乖

今
わ
く
而
今
Ｔ
く
わ
《
や
く
わ
《
わ

103

104 廷
廷
法
法
、
、

シ

釦

第

第|''§
106

107

108

109
－

110

鷹野旭‘

中野琢郎

第3小法廷

第3小法廷
一

第3小法廷

第3小法廷夛

第3小法廷

搾
鍔
一
癖

怖
一
準
一
締 『

、


